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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　当社代表取締役社長濱田佳治及び当社執行役員総合企画部長曽我啓介は、当社グループの財務報告に係る内部統制

の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並

びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制

の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日時点である2025年９月30日を基準日として行われており、

評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に

おいては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別

し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま

した。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重

要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社２社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の２／３を超えている２事業拠点を「重要な

事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、各事業の特性を踏まえ、企業の事業目的に大きく

関わる勘定科目として売上高、売掛金及び外注費に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定し

た重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、

見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務

プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判

断いたしました。

 

４【付記事項】

　当社は前連結会計年度において、過年度の決算を訂正し、2020年９月期から2023年９月期までの有価証券報告書及

び2022年９月期第２四半期から2024年９月期第２四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしまし

た。

　これは、当社は保険代理店事業における代理店手数料売上の計上方法として、将来受け取る代理店手数料の金額を

見積り、その割引現在価値合計額を売上として計上する方法（以下「PV計算」といい、PV計算により計上された売上

を「PV売上」という。）を採用しておりますが、前任の会計監査人であった桜橋監査法人より、PV計算の結果の一部

について実態との乖離が見られるため見積りの再検証が必要であるとの指摘を受け、社外の独立した第三者である弁

護士及び社外監査役から構成される調査委員会を組成し、調査委員会の調査報告書及び追加調査報告書（以下「調査

報告書等」という。）により、PV計算の見積り誤りにより過年度を含む売上高の計上誤りがあったことが判明したこ

とによるものです。

　当社は、調査委員会からの調査報告書等の受領が前連結会計年度末日後であったこと、是正すべきPV計算の実態と

の乖離額の算定作業に時間を要したことから、当該開示すべき重要な不備を前連結会計年度末日までに是正すること

ができず、前連結会計年度末日時点において当社グループの内部統制は有効でないと判断いたしました。なお、その

際に識別した内部統制の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て前連結会計年度の連結財務諸表及び個

別財務諸表に反映しております。

　当社は、当該事実を真摯に受け止め、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識し、調査委員会からの指摘並

びに提言を踏まえ、開示すべき重要な不備を是正するために以下の改善措置を実行し適切な内部統制の整備及び運用

を図ってまいりました。再発防止策の実施、運用においては、業務の更なる高度化に取り組む中で、業務のDX化やAI

の積極的活用等も視野に入れ、再発防止策の徹底及び継続的な改善を図ってまいります。

 

１．あるべきPV売上の計上方法の整理及びPV計算のための仕組みの再整備等

(１)あるべきPV売上の計上方法の整理等
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　・営業収益計上細則の改訂及び経理部門・内部監査部門によるPV計算の確認

　・代理店手数料規程の管理及び運用見直し

(２)PV計算のための仕組みの再整備

　・手数料計算システムの改修及び運用整備

　・手数料計算システムの開発品質保証（システム開発会社における開発部門から独立した品質保証部門による品質

チェック）

　・手数料計算システムの登録マスタ及び出力結果の全件検証

　・サンプルチェックの体制変更（経理部門・内部監査部門によるPV計算業務マニュアルに基づいたPV計算の検証）

　・関係規程の整備

　・PV計算に関わる部署（PV計算部門・経理部門・内部監査部門・IT部門及び内部統制チーム）によるミーティング

の原則毎日の実施及び毎月の定時取締役会における整備状況の進捗報告

２．適切な人員配置、情報共有

(１)人員の増強

　・PV計算部門と経理部門における専門スキルと業務量に応じた適正な人員配置

　・内部監査部門における内部監査や内部統制業務、他部門の各種業務に精通した人員配置

(２)担当者変更時の引継体制の整備

　・PV計算業務マニュアルの整備

　・PV計算業務マニュアルに基づいた引継の実施及び引継時のルールの周知の実施

３．PV計算担当者にかかるプレッシャーの排除

　・PV計算に関わる各部門（PV計算部門・経理部門・内部監査部門）の役割の明確化

　・PV計算に関わる部署（PV計算部門・経理部門・内部監査部門・IT部門及び内部統制チーム）によるミーティング

の原則毎日の実施及び各部署の業務についての相互確認や牽制等の実施

４．収益認識基準にかかる規程の整備

　営業収益計上細則の改訂にあたっての監査法人とのミーティング実施を含む、監査法人と当社間で認識齟齬を生じ

させない緊密な意思疎通の継続

５．担当者から申告があった場合に適切に検証する仕組みの整備

　・担当者と上長とのコミュニケーション強化及び内部監査部門による業務監査における確認

　・社内のコミュニケーションツールの運用マニュアルの改訂（禁止事項の追加、管理内容の追加）

　・コンプライアンス規程、スピークアップ制度の周知

６．業務監査及び内部統制（J-SOX）監査の強化

　・内部監査部門の人員増強

　・監査に必要な財務会計知識や内部統制知識の習得を図る通信教育講座の受講

　・各業務プロセスの再検証（不正リスクを勘案した視点での検証強化、手作業を要する一部の業務におけるルール

整備及び運用状況の確認及びサンプルチェック強化）

　・IT全般統制にPV計算に係る統制（IT業務処理統制）の追加及び個別業務プロセスにおけるPV計算にかかる統制の

追加に伴う整備及び運用状況の確認

７．コンプライアンスの推進

　・定期的な啓発活動（研修、コンプライアンス通信の発行）の実施

　・コンプライアンスチェックリストを用いた自己点検の実施

８．ガバナンス体制の強化

　・内部監査部門によるPV計算に関連するインジケーター(*１)の設定及び毎月の定時取締役会におけるインジケー

ター検証結果の報告による経営のモニタリング強化

 

(*１)PV計算に関連するインジケーターとは、新規契約のANP（新契約年換算保険料）と代理店手数料入金額の過去実

績から理論上のPV値を算出し、手数料計算システムで算出したPV算出額との対比を指標としてPV計算に係る異

常値を発見しようとするものであります。今後は、新たな指標の追加等、運用の改善を重ねていくことで経営

によるモニタリングをより一層強化してまいります。

 

　以上の結果、前連結会計年度の開示すべき重要な不備は是正されたと判断いたしました。
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・連結子会社の株式会社保険市場における不備

　当社は連結子会社の株式会社保険市場において、前連結会計年度末日後の会計監査の過程で、メディア事業及びメ

ディアレップ事業の売上の一部について計上誤りがあったことが判明し、当該誤りが財務報告に与える影響が大きく重

要性が高いと判断し、前連結会計年度末日において開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。なお、当該

開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て前連結会計年度の連結財務諸表に反映されております。

　当社は、当該事実を真摯に受け止め、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識し、開示すべき重要な不備を是

正するために以下の改善措置を実行し適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいりました。

 

１．収益認識の会計処理判断に必要十分な情報が経理部門に適時適切に共有される仕組みの整備

　・営業収益計上細則における広告収入の収益認識基準を明記し、規定を改定いたしました。

　・売上計上項目の分類を再定義し売上計上根拠証憑に明記すること及び役務提供に係る証憑を追加することをルー

ル化し、収益認識の会計処理判断に必要十分な情報が事業部門から経理部門に適時適切に共有される仕組みを整

備し実行しております。

 

２．売掛金の回収管理と延滞債権管理の強化

　請求書発行は経理課が事業部門の依頼に基づいて行っておりますが、取引先の債務認識と当社の債権認識を一致さ

せるため、原則売上計上と請求書発行を同月に行っております。イレギュラー発生時には都度事業部門から経理部門

に連携し、収益認識の会計処理判断に必要十分な情報が事業部門から経理部門に適時適切に共有される仕組みを整備

し実行しております。

 

　以上の結果、前連結会計年度の開示すべき重要な不備は是正されたと判断いたしました。

 

５【特記事項】

　該当事項はありません。
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